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(57)【要約】
内視鏡装置と流体供給装置について説明している。内視
鏡装置は、体内管腔へ挿入し、流体媒体を体内管腔へ供
給するための少なくとも１本の通路を有する挿入部材を
含んでいる。内視鏡装置は、操作ハンドル、流体媒体の
供給を制御するための制御装置、流体供給装置並びに流
体媒体を流体供給装置から通路へと移動させるための手
段をさらに含んでいる。流体供給装置には、流体媒体を
保存し、制御装置からの信号を受領すると流体媒体を通
路へと供給するための少なくとも１つの再充填式又は交
換式容器が設けられている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　体内管腔の内視鏡検査のための内視鏡装置であって、
　体内管腔へ挿入し、流体媒体を体内管腔へ供給するための少なくとも１本の通路を有す
る挿入部材と、
　前記挿入部材が接続され流体媒体を体内管腔へ供給するための少なくとも１つのポート
を有する操作ハンドルと、
　流体媒体の供給を制御し、前記操作ハンドルに接続された制御装置と、
　流体媒体を保存し、前記制御装置からの信号を受領すると流体媒体を前記通路へと供給
するための少なくとも１つの再充填式又は交換式容器を有する流体供給装置と、
　前記流体供給装置から前記通路へと流体媒体を移動させる手段と、
を含んでいることを特徴とする内視鏡装置。
【請求項２】
　流体供給装置は、複数の容器を含んでいることを特徴とする請求項１記載の装置。
【請求項３】
　容器は、操作ハンドルに設けられた少なくとも１つのポートと連通していることを特徴
とする請求項２記載の装置。
【請求項４】
　流体媒体は、制御装置から信号を受領すると、容器に提供される圧力によって流体供給
装置から供給されることを特徴とする請求項２記載の装置。
【請求項５】
　操作ハンドルには、少なくとも１つの容器へ圧力を提供する信号を発生させる少なくと
も１つの制御ボタンが設けられていることを特徴とする請求項４記載の装置。
【請求項６】
　それぞれの容器には、該容器へ圧力をかけるか、あるいは前記容器からの圧力を遮断す
る信号によって制御可能なバルブがそれぞれ設けられていることを特徴とする請求項５記
載の装置。
【請求項７】
　各バルブは、容器の入口に設置されていることを特徴とする請求項６記載の装置。
【請求項８】
　各容器は、加圧下にあることを特徴とする請求項５記載の装置。
【請求項９】
　各容器には、該容器から液体を排出させるか、あるいは前記容器からの液体の流出を防
止する信号によって制御可能なバルブが設けられていることを特徴とする請求項６記載の
装置。
【請求項１０】
　バルブは、容器の出口に設置されていることを特徴とする請求項９記載の装置。
【請求項１１】
　容器は、圧力源に接続されたマニホールドと連通していることを特徴とする請求項４記
載の装置。
【請求項１２】
　容器には、それぞれ出口ポートが設けられていることを特徴とする請求項４記載の装置
。
【請求項１３】
　出口ポートは、操作ハンドルの少なくとも１つのポートに接続されていることを特徴と
する請求項１２記載の装置。
【請求項１４】
出口ポートは、共通出口ラインを介して操作ハンドルの少なくとも１つのポートに接続さ
れていることを特徴とする請求項１３記載の装置。
【請求項１５】
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　内視鏡装置の挿入部材に沿って延びる少なくとも１本の通路を介して体内管腔へ供給さ
れる流体媒体を保存するための流体供給装置であって、
　流体媒体を保存する少なくとも１つの交換式又は再充填式の容器を収容する収容体を含
んでおり、
　前記容器は、圧力源に接続され入口ポートと出口ポートとが提供されており、
　本装置は、
　内視鏡装置の制御装置との電気接続用のコネクターをさらに含んでおり、
　前記容器は、前記制御装置から信号を受領すると、前記出口ポートを介して流体媒体を
放出させることを特徴とする流体供給装置。
【請求項１６】
　複数の容器を含んでいることを特徴とする請求項１５記載の装置。
【請求項１７】
　複数の容器の各容器には、前記容器へ圧力をかけるか、あるいは前記容器からの圧力を
遮断する信号によって制御可能なバルブがそれぞれ設けられていることを特徴とする請求
項１６記載の装置。
【請求項１８】
　バルブは、容器の入口に設置されていることを特徴とする請求項１７記載の装置。
【請求項１９】
　複数の容器の各容器には、空気圧と、前記容器から液体を排出させるか、あるいは前記
容器からの液体の流出を防止する信号によって制御可能なバルブと、がそれぞれ設けられ
ていることを特徴とする請求項１６記載の装置。
【請求項２０】
　バルブは、容器の出口に設置されていることを特徴とする請求項１９記載の装置。
【請求項２１】
　少なくとも１つの出口ポートは、内視鏡装置の操作ハンドルに設けられたポートに接続
されていることを特徴とする請求項１５記載の装置。
【請求項２２】
　複数の容器の各容器の出口ポートは、内視鏡装置の操作ハンドルに設けられたポートと
連通する共通出口ラインへ接続されていることを特徴とする請求項１６記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に内視鏡分野に関し、特には軟質又は剛質の管体が体内通路内に挿入さ
れ、内部の異常の検査を行う内視鏡処置において利用される内視鏡装置用の流体供給装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　挿入管に沿って延びる少なくとも１本の作業用通路を利用する内視鏡が知られている。
【０００３】
　この通路を介して体内通路からの吸引のための真空引きが行われたり、操作ハンドルの
グリップ部直下に位置するＹ型ポートを介して体内通路内に手術器具が挿入されたり、水
が供給される。このＹ型ポート（以降“Ｙポート”という。）は、手術器具の挿入及び取
出しに使用される。このような内視鏡の例は、フルヤ（米国特許第６，８８１，１８８号
明細書）に紹介されている。
【０００４】
　内視鏡処置中に、体内通路の洗浄及び/又は生理食塩水、薬剤、造影剤等の様々な液体
の供給がしばしば必要となる。残念ながら、主として光学窓の洗浄用である現在の灌漑構
造はこの目的に適さない。なぜなら体内通路の適正な洗浄に必要な液量制御下での流体供
給ができないからである。
【０００５】



(4) JP 2009-504302 A 2009.2.5

10

20

30

40

50

　現状では、必要な液体で満たされた注入器が体内通路の洗浄及び体内通路への他の液体
の導入に利用されている。注入器は、内視鏡の操作ハンドルに設けられたポートを介して
作業用通路と連結され、洗浄液等が注入器から作業用通路を通って体内管腔に手動式（医
師等の手作業）で送り込まれる。
【０００６】
　注入液供給装置の例は、ブラウン（米国特許第５，１６７，２２０号明細書）、ハーヘ
ン（米国特許第６，１９０，３３０号明細書）、日本特開平０９－３１３４３１号公報、
及び日本特開２０００－２３７１３２号公報で紹介されている。
【０００７】
　この供給装置の弱点は、複数の注入器が必要なことである。それぞれの注入器は、作業
用通路との定期的な接続と分離を必要とする。液体供給は、内視鏡処置前及び処置時に実
行される。注入器が使用されている間は、手術器具の挿入はできない。
【０００８】
　なぜなら注入器は、ポートを占領しているため手術器具が挿入できないからである。
【０００９】
　さらに、注入器の運用時には、医者の少なくとも片手は塞がっており、そのために内視
鏡の操作が困難になり、看護士の手助けが必要となろう。注入器による液体供給のさらな
る弱点は、注入器の操作時に液体供給量の制御が困難なことである。
【００１０】
　注入器による液体供給の別の弱点は、１本又は複数本の注入器からの複数種の液体を混
合することができないことである。
【００１１】
　さらに、別の弱点は、注入器で供給できる液量が限定されていることである。
【００１２】
　注入器を利用する液体供給装置を使用するための複雑な対策も存在する。
【００１３】
　例えばカナダ特許第２，１１４，０１８号明細書には、灌漑用の注入器を作動させるア
クチュエータを開示している。このアクチュエータは、注入器を作動させる足踏ペダル式
であり、注入器利用者の手は自由になる。
【００１４】
　しかし、残念ながらこの装置は、相当に構造が複雑である上に、注入器の交換が必要で
あり、前述の他の弱点も有している。
【００１５】
　別々の作業用通路の代わりに１本の一体式管状体を利用する内視鏡も知られている。こ
の管状体は、複ルーメン構造体としても知られる。なぜなら、この管状体は、管状体に沿
って延び、灌漑、注入、吸引及び内視鏡器具の挿入に利用される好適な通路又はルーメン
が大抵は装着されているからである。
【００１６】
　そのような内視鏡の例は、アイゼンフェルド（ＷＯ２００４/０１６２９９）で解説さ
れている。その内視鏡の操作のため、複ルーメン構造体の近端部は、専用コネクターを介
して、管体又は筒状体にそれぞれ着脱式に接続されており、制御装置から水及び空気並び
に真空源による真空を供給する。さらに、その接続には、操作ハンドルのグリップ部直下
に設けられたＹ状の専用器具導通路ポートも利用される。
【００１７】
　出願人のＰＣＴ/ＩＬ２００５/０００４２８においては、複ルーメン構造体で使用する
コネクターが解説されている。このコネクター（Ｙコネクター）は、Ｙポートに着脱式に
取り付け可能であり、複ルーメン構造体の通路間及び制御装置から複ルーメン構造体への
流体媒体の供給及び吸引のための真空の供給のための流通路を提供する。
【００１８】
　Ｙコネクターは、手術器具の挿入及び取出しにも利用される。Ｙコネクターは、縦方向



(5) JP 2009-504302 A 2009.2.5

10

20

30

40

50

の筒体と複数の横ポートとが設けられた本体を含む。それらポートは、ＹコネクターがＹ
ポートに接続される縦方向の角度には関係なく筒体と連通している。筒体は、複ルーメン
構造体の近端部の挿入及び取出しを可能にし、横ポートは、流体媒体を供給する管体を受
領する。
【００１９】
　又、注入器を利用しない流体供給装置の別例も存在する。
【００２０】
　例えば、デサイ（米国特許第６，３７５，６５３号明細書）では、剛質内視鏡器具の流
体供給装置が解説されている。この流体供給装置は、流体源と内視鏡の灌漑ポートとに接
続する灌漑ポンプを含む。
【００２１】
　日本特開２００１－２９２９６３号公報では、内視鏡に水を供給する装置が解説されて
いる。この装置もポンプを利用しており、専用水タンクから水を強制的に内視鏡に供給し
て体内孔部を洗浄する。
【００２２】
　同様な装置は、日本特開２００３－０４５７７９号公報、日本特開２０００－１１３９
８２５号公報、日本特開２００２－３０１０１３号公報、日本特開２００２－０８５３４
０号公報、日本特開２００３－０３２８６２号公報及び日本特開平０５－０４９５９５号
公報にも紹介されている。
【００２３】
　しかし、上述の装置は、容器から、操作ハンドル上部に位置するポートに流体を供給す
るものであり、操作ハンドルのＹポートに対して流体を供給するものではない。
【００２４】
　現在の注入器を利用する液体供給装置を内視鏡のＹポートに接続可能である新規な流体
供給装置に置換することが望ましい。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２５】
　本発明の目的は、流体媒体を内視鏡の作業用通路に供給する新規で改良された流体供給
装置の提供にある。
【００２６】
　本発明の別目的は、注入器が不要である新規な流体供給装置の提供にある。
【００２７】
　本発明の別目的は、単純構造であって、利用に便利であり、医者の手を塞ぐことのない
新規な流体供給装置の提供にある。
【００２８】
　本発明の別目的は、操作ハンドルのＹポートを介して内視鏡装置の作業用通路に種々な
流体を供給するのに適した新規な流体供給装置の提供にある。
【００２９】
　本発明の別目的は、内視鏡装置の作業用通路に供給される種々な流体を混合させる新規
な流体供給装置の提供にある。
【００３０】
　本発明の別目的は、作業用通路内に手術器具が存在していようとも、内視鏡装置の通路
内に種々な流体を供給することができる新規な流体供給装置の提供にある。
【００３１】
　本発明の別目的は、内視鏡の作業用通路に供給されている流体の供給量並びに圧力を制
御する新規な流体供給装置の提供にある。
【００３２】
　本発明の別目的は、Ｙコネクターの縦ポート又は横ポートに接続できる新規で改良され
た流体供給装置の提供にある。
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【課題を解決するための手段】
【００３３】
　本発明及び本発明の利点のさらなる理解は、以下における添付図面を利用した本発明の
好適実施例の説明で明らかとなろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　図１に示す従来の装置は、結腸鏡への洗浄液供給用のものである。
【００３５】
　この装置によれば、医者は、操作ハンドルに接続可能な注入器を使用する。この注入器
の作動には、医者の片手のみが使用可能である。なぜなら他方の手は、操作ハンドルの操
作に必要だからである。この理由でこの注入器の操作は不便である。
【００３６】
　図２には、膨出推進スリーブが設けられた結腸鏡装置１０で使用される本発明の流体供
給装置が図示されている。
【００３７】
　しかし、この装置は、単なる例示である。なぜなら、この新規な流体供給装置は、推進
スリーブの利用とは無関係に、いかなる結腸鏡装置又は内視鏡装置であろうが利用可能だ
からである。
【００３８】
　図２に示す結腸鏡装置は、挿入管を備えた内視鏡部分を含む。その近端部１２は、操作
ハンドル１４に接続され、その遠端部１６は、使い捨て排出器１８内に挿入されて、そこ
から突き出ている。排出器内には、膨出式使い捨て推進スリーブが設けられている。
【００３９】
　さらに図２に示すスリーブは、内視鏡の遠端部をカバーしている。図２に示す膨出推進
スリーブのその部分は、前方の非膨出部分２０と後方の折畳み部分２２とを含む。
【００４０】
　スリーブの前方部分は、内視鏡の遠端部と、そのヘッド部とをカバーする。前方部分は
、内視鏡が結腸内を前進するとき膨出しない。後方部分は、挿入管をカバーしており、ス
リーブに空気や他の媒体が供給されると広がる。この構造のため、内視鏡は、スリーブが
排出器から押出されるとき体内通路内で前方に押出される。この現象の説明は、アイゼン
フェルド（ＷＯ２００４/０１６２９９）に詳述されている。
【００４１】
　図２に示す内視鏡は、同一推進機構を採用するという意味では類似している。これは、
内視鏡に結合されたフレキシブルな使い捨てスリーブの膨出を利用する。
【００４２】
　しかし、本発明は、推進式結腸鏡には特に限定されず、一般的にも結腸鏡に限定されな
い。体内の検査のために体内通路にプローブを挿入することが必要などのような医療処置
においても採用が可能である。
【００４３】
　図２に示す操作ハンドルは、供給コード２４によって膨出式推進スリーブの膨出及び換
気を行う圧縮空気源を備えた制御装置２６に接続されている。この制御装置には、挿入管
の先端で光学レンズを洗浄したり、体内管腔に供給する水で満たされたフラスコ（図示せ
ず）も提供される。
【００４４】
　この挿入管内には、内視鏡の機能に必要な様々な装置が提供される。これら装置は、知
られている。その中には、脊柱器具や弦器具も含まれる。これらは、操作ハンドルに設け
られた角度制御ノブによって操作される。別の装置には、挿入管に沿って延び、注入用の
空気の供給、洗浄用の水の供給及び吸引用の真空の供給を行うための複ルーメン構造体が
ある。この吸引通路は、内視鏡処置中に必要になるかも知れない手術器具の導入にも利用
される。
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【００４５】
　一体型複ルーメン構造体の代用として、別々の通路を使用することもできる。複ルーメ
ン構造体は、図４を利用してさらに詳細に説明する。
【００４６】
　図２に示す複ルーメン構造体は、挿入管を通過し、操作ハンドル下部を通ってＹコネク
ター３０にまで延びている。Ｙコネクター３０は、横ポートと縦ポートとを有している。
横ポートは、複ルーメン構造体の通路と供給コードに沿った筒状体３２の間の通流に利用
される。これら筒状体は、制御装置からの注入空気の供給、フラスコから灌漑水の供給及
び真空源から真空の供給に利用される。
【００４７】
　Ｙコネクター３０を、図４を利用してさらに詳細に説明する。
【００４８】
　現在の灌漑構造に加え、本発明によれば内視鏡装置には、流体供給装置２８が提供され
る。この装置は、制御装置に空圧式及び電気的に接続されており、Ｙコネクター３０に水
圧式に接続されている。この流体供給装置は、制御装置２６に内蔵されていても、その外
部装置であってもよい。この流体供給装置は、体内管腔に１種又は２種以上の異なる流体
を供給するためのものである。これらの液体は、流体供給装置内に存在する専用再充填式
又は交換式容器から供給される。流体には、洗浄液、薬剤、造影液、オイルその他が含ま
れる。流体供給装置は、体内管腔に洗浄又は他の目的で水及び/又は他の液体を供給でき
る。この流体供給装置の詳細は後述する。
【００４９】
　図２に示す流体供給装置２８には、４体の容器３４、３６、３８、４０が設けられてい
る。それら容器は、共通収容体４２内に設置されている。それら容器は、交換式又は再充
填式でもよく、装置内で利用される。前述のごとくこれら容器は、内視鏡処置に必要であ
ろう異なる種類の液体で充填される。容器の数は、内視鏡処置に必要な流体の種類の数で
よい。場合によっては、洗浄のために体内管腔に供給される水で充填された１体の容器だ
けでよい。
【００５０】
　制御装置２６内に設置されたポンプ（図示せず）から容器３４、３６、３８、４０に空
気圧を供給するための共通ダクト４４が提供される。この構造に加えて、あるいはその代
わりにポンプを制御装置と別体にしたり、流体供給装置の一部とすることもできる。さら
にそれら容器に圧力を供給する共通ダクト４４の代わりに、それぞれの容器に接続された
別々のダクトを使用することもできる。これら全ての構成は、一時に１容器から、あるい
は同時に複数の容器からＹコネクター３０に流体を供給するのに適している。それら複数
種の流体を混合するのにも適している。
【００５１】
　共通ダクトは、収容体４２内のマニホールド４６まで延びている。マニホールド４６を
通って空気圧が容器３４、３６、３８、４０内に供給される。この構造によって流体は、
容器内にて永久的に加圧状態で維持される。
【００５２】
　各容器には、ピンチバルブ又は電気制御式バルブ等によって、通常は閉じられている出
口ポートが設けられている。
【００５３】
　図２では、容器３８、４０の出口ポート５０、５２のみを示している。これらのポート
は、実線で示されている。それぞれのバルブ５４、５６は、通常は、これらのポートを閉
鎖している。それぞれの流体供給管は、それぞれの出口ポートをＹコネクター３０に設け
られた対応する横ポートへ接続している。図２は、４つの容器３８、４０、３４、３６へ
それぞれ接続された４本の流体供給管７４、７６、７８、８０を示している。図２では、
第１ケーブルが示されている。第１ケーブルは、供給コードに沿って延び、制御装置２６
と操作ハンドル１４に設けられた電気制御ボタン６２、６４を電気的に接続している。制
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御ボタンの数は、容器の数に対応している。ボタンを押すことで医師は、電気制御信号を
発生させ、制御装置２６へと送る。この信号は、その後、第２ケーブル４８と収容体４２
の壁部の１つに設けられた電気コネクター５８とを介して制御装置によって流体供給装置
２８と、制御ボタンが押されているそれぞれの容器のバルブへと送られる。この制御信号
に従ってバルブが開くか、又は閉鎖された状態を維持する。理解を簡単にするため、図２
では、２つの制御ボタン６２、６４のみを示している。これらのボタンは、それぞれの出
口ポート５０、５２を開けるバルブ５４、５６を制御し、それぞれの容器３８、４０から
液体を排出させる。容器のバルブが通常閉鎖状態を開状態へと変えるための電気制御信号
を受領すると、圧力によって流体が容器から排出されることが理解されよう。流体は、開
いている容器から排出され、それぞれの供給管を通ってＹコネクター３０の横ポートの１
つへと進み、その後複ルーメン構造体を介して体内管腔へと進む。
【００５４】
　このように、本発明の主要点は、既存の内視鏡装置に内視鏡処置、特に結腸の洗浄中に
必要であろう様々な流体で充填された１以上の交換可能容器を含んだ新規な流体供給装置
を提供することである。各容器は、空になったときに再充填又は交換することができ、よ
って流体供給装置は、実際には流体で満たされた交換可能式容器を備えたディスペンサー
を含んでいる。
【００５５】
　この流体は、容器内に維持され、圧力によって強制的に体内管腔へ選択的及び制御可能
式に操作ハンドルのＹポートを通って供給される。
【００５６】
　容器内の圧力を変化させることができるため、液体が体内通路に制御可能な供給量で供
給される。あるいは、バルブを可変型又は流量調節型とすることもでき、体内通路へ液体
を制御可能な供給量で供給できる。この構造によって洗浄や灌漑の効率を向上させること
ができる。
【００５７】
　図３ａは、本発明の１実施例を概略的に示している。
【００５８】
　結腸鏡装置と流体供給装置の類似要素には、同一又は類似する符号を使用している。４
つのバルブ５４、５６、６６、６８が示されており、これらは操作ハンドル１４のボタン
６２、６４、６２ａ、６４ａを押すと各出口ポート５０、５２、７０、７２を通り供給管
７４、７６、７８、８０を介したＹコネクター３０の横ポートへの容器３８、４０、３４
、３６からの液体の排出を制御する。圧力Ｐに維持された容器内の流体は、外部源から又
は制御装置２６からマニホールド４６へ供給される。
【００５９】
　図３ａに示す実施例では、流体は、容器内に同一圧力で維持されており、各容器には、
それぞれの容器の出口に設置された専用バルブが取り付けられている。
【００６０】
　図３ｂは、流体供給装置の別実施例を概略的に示している。
【００６１】
　理解を容易にするため２つの容器３６、３８のみを示しており、これらは、共通マニホ
ールド４６によって圧力Ｐ源へ接続されている。各容器は、マニホールドのそれぞれの枝
管４６１、４６２が通過する閉具によって密封されている。それぞれの出口ポート５０、
５２は、それぞれの閉具内にアレンジされている。図３ａの実施例に類似構造が設けられ
ていることは理解されよう。
【００６２】
　前述の実施例とは対照的に図３ｂに示す実施例では、各容器には、それぞれのバルブ５
４１、５６１が提供されており、これらは、各容器の入口に設置されている。この構造に
よって流体は、同一圧力には維持されることなく、バルブが開いているときにのみ強制的
に放出されて容器内に圧力を提供する。流動が不要なときにマニホールドからの圧力を放
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出するため、大気と通じる開口部５４２、５６２がバルブに設けられていることは有利で
あろう。
【００６３】
　さらに、出口ポート５０、５２の後方で供給管７４、７６の前方に流体の逆流を防止す
るようにそれぞれチェックバルブ７４０、７６０が設けられていることが好適であろう。
【００６４】
　さらに、操作者が複ルーメン構造体の作業用通路に吸引作用を適用した場合、容器内の
液体の流出を防止するように適切なバルブ（図示せず）を追加するのがよい。
【００６５】
　容器の入口又は出口に、例えば開閉バルブ又は流量調節バルブ等の流量を変化させる様
々なタイプのバルブが利用できる。
【００６６】
　図４では、本発明の流体供給装置２８に使用するＹコネクター３０の１実施例を説明す
る。
【００６７】
　原理的にこのＹコネクターは、出願人の特許出願ＰＣＴ/ＩＬ２００５/００４２８で解
説したものと類似したものでよい。このＹコネクターは、近端ポート８４を備えた主要本
体部８２を含んでいる。このコネクターは、操作ハンドル１４に着脱式に接続できる。主
要本体部８２内では、縦方向へ延びる貫通ボアが提供されており、出口開口部８６と入口
開口部８８との間で延びている。この貫通ボアは、複ルーメン構造体９０を受領するため
のものであり、その近端部は、出口開口部８６を介して挿入できる。複ルーメン構造体を
コネクターへと挿入できるよう、貫通ボアの内径は、複ルーメン構造体の外径よりも大き
いものを選択する。複ルーメン構造体に沿って通路９２が延びており、ここを通って手術
器具９４を挿入できる。この通路は、吸引にも使用できる。２つの通路９６、９８がさら
に提供されており、これらを通って注入空気と灌漑水が供給される。貫通ボアに対して横
断方向に３つの主要横ポート１００、１０２、１０４と、２つの補助横ポート１０６、１
０８が示されている。全ての横ポートは、複ルーメン構造体の周囲壁内で設けられた接線
方向窓部によって複ルーメン構造体の各通路と連通している。出願人の国際特許出願ＰＣ
Ｔ/ＩＬ２００５/０００４２８にこの設計の解説が設けられている。
【００６８】
　本発明の流体供給装置２８は、複ルーメン構造体の通路を接続するための接線方向窓部
が設けられたＹコネクターでの利用だけには限定されない。本発明の流体供給装置では、
複ルーメン構造体の代わりに分離した作業用通路が設けられたＹコネクターを含むあらゆ
るＹコネクターで利用することができる。
【００６９】
　２つの主要横ポート１０２、１０４は、灌漑水と注入空気を複ルーメン構造体の通路９
６、９８へとそれぞれ供給する供給管１１０、１１２を接続するためのものである。第３
の主要横ポート１００は、真空を通路９２へ供給する流体供給管１１４を接続するための
ものである。実際は、ポート１１０、１１２の径ほど同一でポート１００の径よりも小さ
い。
【００７０】
　従来の内視鏡装置では、流体供給管は、制御装置２６内に設けられた水源と空気源、及
び真空源に接続できる。本発明の流体供給装置２８では、Ｙコネクターの補助横ポートへ
接続された追加の流体供給管が設けられている。これらの管体を通って流体供給装置の容
器からの流体がＹコネクターへ供給される。流体は、補助横ポート１０６、１０８を通っ
て複ルーメン構造体の通路９２へ供給される。説明の単純化のためにＹコネクターは、２
つの容器が設けられた流体供給装置に必要である２つの補助横ポート１０６、１０８のみ
を有しているように図示されている。
【００７１】
　しかしながら、４つの容器が設けられた供給装置には、流体供給管を収容するためによ
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り多くの横ポートが必要である。この状態は図２で示しており、３つの主要横ポートを符
号３２でまとめて示している。これらのポートは、制御装置２６と連通している。４つの
補助横ポートもさらに示されており、これらは、流体供給装置の容器と連通している。
【００７２】
　図４、図５ａ及び図５ｂでは、主要本体部と一体的又は分離した仕切り部１２０が示さ
れている。仕切り部と主要本体部は、ポリウレタン等の弾性材料で形成されており、この
ため仕切り部は、貫通ボアと手術器具用の入口開口部との間に封止部を形成して、真空又
は液体が通路９２へ供給された時に貫通ボアと大気とが連通しないようにしている。
【００７３】
　図５ａは、仕切り部内に設けられたスロット１２２を概略的に示している。このスロッ
トを介して、図５ｂに示すように、スロットの弾性壁部によってシャフト９４を封止しな
がらＹコネクター内へ手術器具を挿入することができる。
【００７４】
　図６ａは、本発明のさらに別の実施例を示している。本実施例では、内視鏡システムに
は、図２、図３ａ及び図３ｂに関連して述べた類似の要素が提供されており、図６ａと図
６ｂにてこれらの要素は、同じ符号で示されている。
【００７５】
　しかしながら、前述の実施例とは、対照的に、流体供給装置の容器は、それぞれ分離し
た供給管には、接続されていない。代わりに全ての供給管は、主要本体部に接続可能か、
あるいは、これと一体形成されている取付部材１２６を介してＹコネクター３０と連通す
る共通供給管１２４へ接続されている。
【００７６】
　図７に示すように、取付部材には、縦入口ポート１２８、縦出口ポート１３０及び横ポ
ート１３２が設けられている。共通供給管１２４は、横ポート１３２へ接続されている。
縦出口ポート１３０を介して、流体供給装置の容器から様々な流体を複ルーメン構造体の
作業用通路９２へ供給することができる。
【００７７】
　空気注入、水灌漑及び作業用通路のための個別通路を備えた標準型内視鏡では、Ｙコネ
クターには、供給管１２４を受領するための１つの横ポート１３２のみを備えた取付部材
が提供されるであろう。縦入口ポート１２８を占有することなく作業用通路との通流が可
能となり、流体が通路へと流れる間に作業用通路へ手術器具を挿入することができる。
【００７８】
　図６ｂに示すさらに別の実施例では、制御バルブ５４１、５６１を容器の出口ポートで
はなく空気圧インプットラインに設置できる。
【００７９】
　さらに別の実施例では、図８に示すように供給管１２４を取付部材へ縦方向に接続でき
る。本実施例では、縦入口ポート１２８と縦出口ポート１３０とを介して共通供給管を作
業用通路と連通させることができる。
【００８０】
　本発明によって、様々な流体媒体を操作ハンドルのＹポートを介して選択的及び自動的
に体内管腔へ供給できる。特に本発明によって、注入器を使用することなく体内通路の洗
浄を非常に効率的及び便利に実施できる。流体媒体を保存する交換可能な容器/カートリ
ッジを備えた非常に簡単で安価な流体供給装置によって、制御された流量と圧力で流体供
給を自動的に実施できる。
【００８１】
　本発明は、前述の実施例に限られず、当業者であれば請求の範囲に定義された本発明の
範囲を逸脱せずに本発明を変形させることができる。例えば、流体供給装置を可曉性内視
鏡のみでなく剛性内視鏡にも利用できる。
【００８２】
　流体供給装置は、操作ハンドルのＹポートではなく他のポートを介して通路と連通でき
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【００８３】
　制御ボタンは、押ボタン式又は移動式ボタンあるいはこれらの組合せであってもよい。
制御ボタンを操作ハンドルの代わりに、あるいは操作ハンドルに追加して制御装置又は流
体供給装置に提供できる。
【００８４】
　制御信号を、制御ボタンの代わりに足ペダル、又は制御装置のキーボードあるいは専用
の音声作動装置によって発生させることができる。
【００８５】
　前述の説明及び/又は請求の範囲及び/又は図面で説明した特徴は、個別でも組合せでも
実施できる。
【図面の簡単な説明】
【００８６】
【図１】図１は、注入器を使用する従来装置の概略図である。
【図２】図２は、本発明の流体供給装置が設けられた、好適には結腸鏡である内視鏡装置
の一般図である。
【図３ａ】図３ａは、図２に示す流体供給装置がいかに圧力源並びに操作ハンドルに接続
されるかを示す概略図である。
【図３ｂ】図３ｂは、図２に示す流体供給装置がいかに圧力源並びに操作ハンドルに接続
されるかを示す概略図である。
【図４】図４は、本発明の流体供給装置が使用できるＹコネクターの断面図である。
【図５ａ】図５ａは、図４に示すＹコネクターの端面図であり、手術器具が挿入されたと
きにＹコネクターの縦ポートで封止状態がどのように達成されるかを示す。
【図５ｂ】図５ｂは、図４に示すＹコネクターの端面図であり、手術器具が挿入されたと
きにＹコネクターの縦ポートで封止状態がどのように達成されるかを示す。
【図６ａ】図６ａは、流体供給装置がＹコネクターの１つの縦ポートに横方向から接続さ
れている本発明の別実施例を示す。
【図６ｂ】図６ｂは、図６ａに示す実施例の流体供給装置の概略図である。
【図７】図７は、図６に示す実施例で使用される補助取付部材の概略図である。
【図８】図８は、Ｙコネクターに直接的に接続されている共通供給管の概略図である。
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